
一

（
政
治
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

政
治
資
金
監
視
委
員
会
等
の
設
置
そ
の
他
の
政
治
資
金
の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律

案
（
衆
第
一
一
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
記
載
の
正
確
性
に
関
す
る
監
視
や
政
治
資
金
の
制
度
に
関
す
る
提
言
等
を
行

う
た
め
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
会
に
、
政
治
資
金
監
視
委
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。

二
、
政
治
資
金
監
視
委
員
会
の
組
織
等
に
つ
い
て
は
、
委
員
長
及
び
委
員
は
、
委
員
会
の
職
務
の
遂
行
に
関
し
公
正
な
判
断
を

す
る
こ
と
が
で
き
、
広
い
経
験
と
知
識
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
両
院
合
同
協
議
会
の
推
薦
に
基
づ
き
、
両
議
院
の
議
長

が
、
両
議
院
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
を
任
命
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
委
員
長
及
び
委
員
の
身
分
保
障
及
び
服
務
に
つ

い
て
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
政
治
資
金
監
視
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
の
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
の
公
署
、
政
党
そ
の
他

の
者
に
対
し
て
、
説
明
又
は
資
料
の
提
出
の
要
求
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

四
、
政
治
資
金
監
視
委
員
会
は
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
に
虚
偽
記
入
又
は
不
記
載
が
あ
る
と
認
め
る
と
き



二

は
、
当
該
収
支
報
告
書
の
訂
正
を
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
政
治
資
金

監
視
委
員
会
は
、
そ
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

五
、
政
治
資
金
監
視
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
の
推
薦
並
び
に
委
員
会
の
要
請
を
受
け
て
国
政
に
関
す
る
調
査
を
行
う
た

め
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
会
に
、
政
治
資
金
の
透
明
性
の
確
保
に
係
る
両
議
院
の
議
院
運
営
委
員
会
の

合
同
協
議
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。

六
、
そ
の
他
の
政
治
資
金
の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
「
照
会
及
び
相
談
並
び
に
情
報
の
提
供
等
の
た
め
の

体
制
の
整
備
」
と
「
関
係
者
へ
の
周
知
」
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

七
、
政
治
資
金
監
視
委
員
会
の
設
置
の
た
め
に
必
要
と
な
る
人
員
に
つ
い
て
は
、
国
会
職
員
の
定
員
に
上
乗
せ
し
て
確
保
さ
れ

る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
委
員
会
の
設
置
の
た
め
に
必
要
と
な
る
経
費
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
格
別
の
財
政
措
置
が
講
ぜ

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


